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森
林
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税
と
森
林
環
境
譲
与
税
に
関
す
る
質
問
主
意
書 

一 
平
成
三
十
年
五
月
に
成
立
し
た
森
林
経
営
管
理
法
を
踏
ま
え
、
パ
リ
協
定
の
枠
組
み
の
下
に
お
け
る
我
が
国
の
温
室
効
果

ガ
ス
排
出
削
減
目
標
の
達
成
や
災
害
防
止
等
を
図
る
た
め
、
森
林
整
備
等
に
必
要
な
地
方
財
源
を
安
定
的
に
確
保
す
る
観
点

か
ら
、
平
成
三
十
一
年
三
月
に
森
林
環
境
税
及
び
森
林
環
境
譲
与
税
に
関
す
る
法
律
（
以
下
本
法
と
言
う
）
が
成
立
し
、
森

林
環
境
税
及
び
森
林
環
境
譲
与
税
が
創
設
さ
れ
た
。 

 
 

森
林
環
境
税
は
、
令
和
六
年
度
か
ら
、
個
人
住
民
税
均
等
割
の
枠
組
み
を
用
い
て
、
国
税
と
し
て
一
人
年
額
千
円
を
市
町

村
が
賦
課
徴
収
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。 

 
 

森
林
環
境
譲
与
税
は
、
市
町
村
に
お
い
て
は
、
①
間
伐
等
、
②
人
材
育
成
・
担
い
手
の
確
保
、
③
木
材
利
用
の
促
進
や
普

及
啓
発
等
に
充
て
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
都
道
府
県
に
お
い
て
は
森
林
整
備
を
実
施
す
る
市
町
村
の
支
援
等
に
充

て
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
。 

 

１ 

本
法
に
よ
り
、
達
成
し
よ
う
と
し
て
い
る
我
が
国
の
温
室
効
果
ガ
ス
削
減
目
標
値
の
具
体
的
な
数
値
を
示
さ
れ
た
い
。 

 

２ 

本
法
に
よ
り
、
災
害
防
止
等
の
た
め
ど
の
よ
う
な
施
策
を
す
る
の
か
、
具
体
的
な
項
目
を
示
さ
れ
た
い
。 

 

３ 

本
法
に
よ
る
森
林
環
境
税
は
、
い
つ
ま
で
徴
収
す
る
の
か
。 



 

２ 

 

二 

当
該
譲
与
税
に
つ
い
て
は
、
令
和
元
年
の
総
額
二
百
億
円
か
ら
ス
タ
ー
ト
し
、
令
和
五
年
で
は
五
百
億
円
と
徐
々
に
増
加

し
、
令
和
六
年
度
か
ら
は
総
額
六
百
億
円
が
都
道
府
県
一
割
、
市
町
村
九
割
の
按
分
で
譲
与
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る

が
、
各
市
町
村
お
よ
び
各
都
道
府
県
に
対
し
て
は
、
私
有
林
人
工
林
面
積
（
按
分
割
合
五
十
％
）
、
林
業
就
業
者
数
（
同
二

十
％
）
及
び
人
口
（
同
三
十
％
）
に
よ
る
客
観
的
な
基
準
で
按
分
し
て
譲
与
さ
れ
て
い
る
。 

 
 

一
方
、
こ
の
森
林
環
境
譲
与
税
の
活
用
実
績
を
林
野
庁
の
公
表
デ
ー
タ
で
見
る
と
、
制
度
が
開
始
さ
れ
た
令
和
元
年
で
は

市
町
村
へ
の
譲
与
額
に
対
す
る
活
用
額
の
割
合
は
四
十
一
％
（
都
道
府
県
で
は
七
十
八
％
）
で
あ
っ
た
が
、
令
和
四
年
の
速

報
値
で
は
市
町
村
の
活
用
割
合
は
七
十
八
％
（
都
道
府
県
で
は
九
十
七
％
）
に
高
ま
り
、
本
制
度
へ
の
理
解
が
高
ま
っ
て
き

た
と
い
え
る
。 

 
 

し
か
し
な
が
ら
譲
与
総
額
が
増
え
て
い
る
こ
と
か
ら
市
町
村
に
お
け
る
未
使
用
額
は
九
十
九
億
円
と
な
っ
て
お
り
、
こ
の

未
使
用
額
は
市
町
村
に
お
い
て
基
金
と
し
て
積
み
立
て
ら
れ
て
い
る
。
例
え
ば
、
東
京
都
渋
谷
区
で
は
、
令
和
元
年
か
ら
令

和
四
年
ま
で
活
用
額
が
公
表
さ
れ
て
い
る
が
、
全
額
渋
谷
区
都
市
整
備
基
金
に
積
み
立
て
ら
れ
て
い
る
（
令
和
元
年
度
九
百

万
円
、
令
和
二
年
度
千
八
百
万
円
、
令
和
三
年
度
千
九
百
万
円
、
令
和
四
年
度
二
千
六
百
万
円
）
。 

 
 

そ
し
て
、
当
該
譲
与
税
は
、
私
有
林
人
工
林
面
積
が
小
さ
い
市
町
村
に
も
譲
与
さ
れ
て
お
り
、
全
国
千
七
百
四
十
一
の
市



 

３ 

 

町
村
の
う
ち
千
ヘ
ク
タ
ー
ル
未
満
の
私
有
林
人
工
林
を
持
つ
市
町
村
は
七
百
六
十
四
と
四
十
四
％
を
占
め
て
い
る
。
こ
の
う

ち
、
大
都
市
の
区
部
は
、
人
口
が
多
い
こ
と
か
ら
譲
与
額
も
無
視
で
き
な
い
金
額
と
な
っ
て
お
り
、
例
え
ば
、
令
和
四
年
度

の
譲
与
額
は
、
東
京
都
杉
並
区
で
六
千
百
八
十
三
万
二
千
円
で
あ
る
。 

 
 

こ
れ
ら
の
都
区
部
で
の
活
用
事
例
を
み
る
と
、
多
く
は
学
校
を
含
む
区
施
設
の
新
改
築
で
家
具
や
内
装
材
の
木
質
化
で
あ

る
と
か
、
公
園
に
ウ
ッ
ド
デ
ッ
キ
を
設
置
す
る
な
ど
が
み
ら
れ
る
が
、
上
記
森
林
整
備
等
に
必
要
な
地
方
財
源
を
安
定
的
に

確
保
す
る
と
い
う
目
的
に
照
ら
し
て
、
本
当
に
本
制
度
に
と
っ
て
望
ま
し
い
活
用
が
な
さ
れ
て
い
る
の
か
疑
問
が
あ
る
。 

 
 

森
林
環
境
税
は
、
非
課
税
世
帯
以
外
の
約
六
千
二
百
万
人
と
い
わ
れ
る
納
税
義
務
者
に
対
し
、
一
律
年
額
千
円
の
課
税
と

い
う
大
変
重
い
税
で
あ
る
。
同
税
が
制
度
の
趣
旨
に
そ
っ
て
確
実
に
使
わ
れ
る
べ
き
で
あ
り
、
森
林
整
備
等
に
必
要
な
地
方

財
源
を
安
定
的
に
確
保
す
る
と
い
う
目
的
を
達
成
す
る
な
ら
ば
、
よ
り
効
果
の
出
る
市
町
村
に
集
中
し
て
補
助
す
る
こ
と
も

考
え
ら
れ
る
。 

 

１ 

な
ぜ
本
法
で
は
全
市
町
村
に
按
分
し
て
補
助
す
る
の
か
。
そ
の
理
由
を
、
こ
の
税
の
目
的
と
照
ら
し
て
説
明
さ
れ
た

い
。 

 

右
質
問
す
る
。 


